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令和4年9月末 令和5年3月末 令和5年9月末
①コア資本に係る基礎項目の額 27,762 27,810 28,358 
②コア資本に係る調整項目の額 407 450 449 
　　無形固定資産の額の合計額 89 83 77 
　　前払年金費用の額 317 366 371 
③自己資本の額（①-②） 27,355 27,360 27,909 
④リスク・アセット等の額の合計額 348,190 339,169 344,664 
⑤自己資本比率（③/④） 7.85% 8.06% 8.09% 

令和4年9月末 令和5年3月末 令和5年9月末
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

①信用リスクアセット・所要自己資本の額の合計 329,158 13,166 320,688 12,827 326,183 13,047
②オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額 19,031 761 18,481 739 18,481 739
③単体総所要自己資本額（①+②） 348,190 13,927 339,169 13,566 344,664 13,786

預金・貸出金残高の推移 03

　業務純益は、貸出金利回りの低下を受けた貸出金利息の減少等により業務収益が減少したことから、前年同期比158百
万円減少して608百万円となりました。　
　また、業務純益から国債等債券の損益と一般貸倒引当金繰入額を除いたコア業務純益は、前年同期比103百万円減少
して664百万円となりました。
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自己資本比率の推移（バーゼルⅢ国内基準）
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■ 業務純益・コア業務純益

　業務純益に臨時損益を加味した経常利益は、前年同期比87百万円増加して444百万円となりました。
　これに特別損益等を加味した当期純利益は391百万円となり、前年同期比133百万円の増益となりました。
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令和4年9月末

7.85 8.06 8.09

令和5年3月期 令和5年9月末

預金 貸出金

　預金は、要求性預金については増加したものの、定期性預金の減少により、前年同月比7,549百万円減少して595,509
百万円となりました。
　貸出金は、資金需要の復調等により、前年同月比6,278百万円増加して377,771百万円となりました。

（注）１．自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及
び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成
18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。

２．所要自己資本の額＝リスク・アセット×４％
３．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

国内基準

（1）自己資本の構成に関する事項

（2）自己資本の充実度に関する事項

そうしんは国内基準の４％を大きく上回っています。

（単位：百万円）
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業種区分
令和4年9月末 令和5年3月末 令和5年9月末

貸出先数 貸出金残高 構成比 貸出先数 貸出金残高 構成比 貸出先数 貸出金残高 構成比

製 造 業 505 25,813 6.95 502 26,635 7.26 485 28,254 7.47%

農 業 、 林 業 426 5,112 1.38 431 5,025 1.37 411 5,390 1.42%

漁 業 208 11,544 3.11 205 12,220 3.33 200 11,790 3.12%

鉱業、採石業、砂利採取業 13 2,395 0.64 13 2,451 0.66 12 2,334 0.61%

建 設 業 1,438 40,702 10.96 1,394 39,359 10.73 1,384 41,008 10.85%

電気・ガス・熱供給・水道業 148 11,159 3.00 149 10,881 2.96 145 10,488 2.77%

情 報 通 信 業 35 1,097 0.30 33 1,050 0.28 31 1,019 0.26%

運 輸 業 、 郵 便 業 210 12,536 3.37 212 12,215 3.33 209 11,638 3.08%

卸 売 業 、 小 売 業 1,294 35,433 9.54 1,276 34,328 9.35 1,239 36,182 9.57%

金 融 業 、 保 険 業 49 3,482 0.94 50 3,634 0.99 48 3,610 0.95%

不 動 産 業 768 58,427 15.73 783 59,672 16.26 809 63,753 16.87%

物 品 賃 貸 業 32 1,288 0.35 30 1,270 0.34 29 1,323 0.35%

学術研究、専門・技術サービス業 174 4,362 1.17 170 3,912 1.06 164 3,931 1.04%

宿 泊 業 111 8,204 2.21 109 8,086 2.20 109 7,950 2.10%

飲 食 業 638 8,932 2.40 632 8,975 2.44 616 8,819 2.33%

生活関連サービス業、娯楽業 360 10,425 2.81 362 10,147 2.76 357 9,754 2.58%

教 育 、 学 習 支 援 業 39 3,979 1.07 38 3,803 1.03 41 3,755 0.99%

医 療 ・ 福 祉 396 22,997 6.19 392 22,656 6.17 396 23,188 6.13%

そ の 他 の サ ー ビ ス 558 12,966 3.49 559 12,024 3.27 566 12,760 3.37%

小 計 7,402 280,867 75.60 7,340 278,353 75.88 7,251 286,957 75.96%

地 方 公 共 団 体 20 12,851 3.46 22 12,453 3.39 24 15,772 4.17%

個 人 23,190 77,773 20.94 22,480 75,978 20.71 22,060 75,039 19.86%

合 計 30,612 371,493 100.00 29,842 366,785 100.00 29,335 377,771 100.00%

種類
令和5年3月末 令和5年9月末

貸借対照表計上額 時価 差額 貸借対照表計上額 時価 差額

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

国 　 債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
地 方 債 799 800 0 ̶ ̶ ̶
社 　 債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
そ の 他 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
小 　 計 799 800 0 ̶ ̶ ̶

時価が貸借対照表
計上額を超えないもの

国 　 債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
地 方 債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
社 　 債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
そ の 他 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
小 　 計 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

合　計 799 800 0 ̶ ̶ ̶

種類
令和5年3月末 令和5年9月末

貸借対照表計上額 取得原価 差額 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が
取得原価を超える
もの

株 　 式 861 701 159 1,191 868 322
債 　 券 9,292 9,265 26 3,265 3,255 9
　国　債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
　地方債 6,327 6,310 17 1,706 1,699 6
　社　債 2,964 2,954 9 1,558 1,555 3
そ の 他 4,055 3,884 170 4,350 4,076 274
小 　 計 14,209 13,851 357 8,807 8,200 606

貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの

株 　 式 527 642 △ 114 369 439 △ 70
債 　 券 55,945 57,936 △ 1,991 61,009 64,224 △ 3,214
　国　債 9,756 10,619 △ 863 9,231 10,619 △ 1,387
　地方債 25,105 25,758 △ 653 28,567 29,825 △ 1,258
　社　債 21,084 21,558 △ 474 23,210 23,779 △ 569
そ の 他 14,571 16,238 △ 1,667 13,918 15,821 △ 1,902
小 　 計 71,045 74,817 △ 3,772 75,297 80,485 △ 5,188

合　計 85,254 88,669 △ 3,415 84,104 88,686 △ 4,581

令和5年3月末 令和5年9月末
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

子会社・子法人等株式 ̶ ̶
関連法人等株式 5 5 
非上場株式 505 505 

合　計 510 510 

債権の区分 令和4年9月末 令和5年3月末 令和5年9月末
破産更正債権及びこれらに準ずる債権 1,495 1,358 1,314
危険債権 25,663 24,528 26,661
要管理債権 916 678 672

三月以上延滞債権 ̶ ̶ ̶
貸出条件緩和債権 916 678 672

開示債権額（Ａ） 28,075 26,565 28,648
正常債権（Ｂ） 349,305 345,389 354,371
総与信額（Ｃ） 377,381 371,954 383,020
不良債権比率（Ａ）/（Ｃ） 7.43% 7.14% 7.47%

貸出金業種別残高 05 有価証券の時価情報

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。 （注）１.貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
　　２.上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
　　３.時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表に含めておりません。

（注）１.時価は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。
　　２.上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
　　３.時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表に含めておりません。
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06 金融再生法ベースの債権区分による開示
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■ 貸出金業種別残高構成比（令和5年9月末）

■ 満期保有目的の債券

■ その他有価証券

■ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券

（単位：百万円、％）
（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

個人 19.86%その他 25.08%

地方公共団体 4.17% 不動産業 16.87%

建設業 10.85%

卸売業、小売業 9.57%

製造業 7.47%

医療・福祉 6.13%
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09 地域貢献活動について

　当金庫は、金融業務を通じて地域の中小企業及び個人のお客さまへ安定した資金供給を行うこと、非金融面において地域
の活性化のための各種事業を積極的に展開することを、地域金融機関として最も重要な社会的使命と考え、様々な取り組み
を行っております。

　当金庫は、持続可能な地域社会の実現に貢献するため、平成30年10月に「SDGs宣言」を行い、以後、様々な取組みを行っ
ています。

　当金庫は、金融機関本来の業務に加えて、地方創生、地域活性化に資する活動等に積極的に取り組んでいます。

取組み方針

①創業支援

取組みの主な事例

　当金庫では、「創業者倶楽部」を設立し、専門家の無料相談
や交流会を実施しています。鹿児島市の受託業務で「創業ス
キル養成講座」の開催や「ソーホーかごしま」への職員派遣
（インキュベーションマネージャーの常駐による伴走支援）、
鹿児島県の「かごしま地域課題解決型起業支援事業の事業
執行団体の受託」など、創業支援に取り組んでいます。

新社会人のためのセミナー おぎおんさぁへの参加 「そうしん“ハローキッズ”
一日寺子屋塾」開催

②事業承継支援
　小規模事業者の円滑な事業承継支援は、地域経済を維持
するために必要不可欠な取組みです。小規模Ｍ＆Ａを支援す
るオープン型事業承継マッチングサービス「relay」を運営す
る株式会社ライトライトと業務提携を行い、同サービスを活
用した小規模事業者向けの事業承継支援を開始しました。
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10 そうしんリバイバルプランについて

　当金庫は、経営管理態勢、法令等遵守態勢および内部管理態勢の充実・強化に向けて自主的に「そうしんリバイバルプラ
ン」を策定し、以下の取組みを行っています。
●コンプライアンス意識の醸成
　コンプライアンス重視の意識を醸成するため、理事長をはじめ役員によるメッセージの配信を毎月実施しています。ま
た、風通しの良い職場環境を形成することを目的に役員による個別面談を実施し、更なるコンプライアンス重視の凛とし
た企業風土の確立に取り組んでいます。
●法令等遵守意識の徹底
　毎月第2火曜日をコンプライアンスの日と位置づけ、コンプライアンスに特化した倫理教育として、議論形式で「考える
コンプライアンス研修」を実施しています。
●厳正な事務処理と相互牽制機能の強化
　事務臨店指導において、全店統一した規定どおりの正確な事務処理の指導を徹底し、定期的な一斉検査やテーマ臨店
をとおして牽制機能の強化及び事務指導体制の実効性を高めています。
●内部監査機能の実効性確保
　監査立入頻度の柔軟化による定例的な監査に加えて、テーマに基づいた項目の抜打ち監査を実施し牽制機能の強化
に取り組んでいます。また、オフサイトモニタリングを有効活用した真因分析に基づく結果、業務運営上の課題、改善策を
本部各部と共有を行い内部監査機能の実効性を確保しています。
●適切な人事管理と人材育成
　職員の身上把握のため、収支バランスおよび資産・負債調べを実施し、聞き取り事項例等を活用した深度ある面接制
度に基づき実態把握に努めています。また、ｅラーニング、WEB研修を活用した人材育成の推進に取り組んでいます。

【2023年度の活動】
①事業者の皆さまとの「SDGs共同宣言」
　事業者の皆さまへのSDGsの普及促進を図るとともに、当金庫営業店と一
体となった地域課題への取組みを推進することを目的として、事業者の皆さ
まとの「SDGs共同宣言」を順次行っています。（令和5年9月末で77社と共同
宣言を実施。）

SOSHIN DISCLOSURE

③販路拡大支援
　霧島国際ホテル（霧島市牧園町）内お土産店リニューアル
に伴う、売り場面積拡大新規出品者商談会が開催されるに
あたり、出品者の募集および当金庫取引先の出品・商談会参
加のサポートを行いました。食品部門16社、工芸品部門2社
の合計18社が商談に臨み、うち11社が成約となりました。

④フードトラック事業
　昨年度に引き続き、4
月～9月の毎週金曜日
に、鹿児島県と連携し、
鹿児島県庁敷地内で
「そうしん食の起業家
養成アカデミー」の受
講生や、新規でフードト
ラック事業を検討され
ている事業者等による出店企画を行いました。県庁内の
web掲示板や、業務提携先㈱Mellowが提供するアプリで
事前にメニューの告知を行い、毎回昼食時には盛況となりま
した。

②環境省モデル事業「エコアクション21」への参加
　環境省は2050年カーボンニュートラル地域の実現に向けて、地域経済を支える信用金庫
職員が、環境マネジメントシステムの運用を前提とした中小企業の環境経営を支援できる力量
を獲得し、顧客である中小企業の伴走支援を可能とすることを目指しています。そのために、
環境省と一般財団法人持続性推進機構（エコアクション21中央事務局）が、信用金庫職員に
向けた研修会および取引先企業向けの集合勉強会をモデル事業として実施します。この「環
境省 令和5年度脱炭素社会実現に向けた地域金融機関の環境経営支援人材モデル事業」に
当金庫は今年度参加しています。上期中に、モデル事業の一つである当金庫職員向けの研修
会や、エコアクション21認証取得を目指す取引先企業様向けの事業説明会を実施しました。
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ATMは設置しておりません

鹿児島市吉野四丁目38-8

（令和5年11月末現在）

♦のある店舗は昼休み（11:30～
　12:30）を導入しております。

志布志市志布志町志布志三丁目24-1

肝属郡東串良町池之原字渡口150

下名147

令和5年9月末
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E-mail：sosin@kasosin.com


